
25年第２回臨時会提出議案 

 

■ ６月28日 付議事件 

番 号 件  名 要  旨 
付託先 

委員会 

議決 

結果 

議案第32号   一般職の職員の給与の特

例に関する条例の制定に

ついて 

 

 

 

 

 

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律

（平成24年法律第２号）に基づく国家公務員の給与減額

支給措置を踏まえ、地方交付税の算定において国家公務

員の給与減額相当額が減額されることから、本市におい

ても給与の減額支給措置を行うにつき、条例を制定する

もの 

１ 要旨 

⑴ 減額する期間 

  平成25年７月１日から平成26年３月31日まで 

⑵ 減額する額 

 ア 給料月額等 

職員の職務の級により減額率を４段階に区分

し、100分の4.77から100分の9.77までの減額を行

うもの 

  イ 管理職手当 

    一律100分の10の減額を行うもの 

２ 施行日 平成25年７月１日 

－ 可決 

議案第33号 平成25年度門真市一般会

計補正予算（第３号） 

既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ280,000千円を

減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ52,839,250千円

とする。 

１ 歳入歳出予算補正 

⑴ 歳入（歳入補正の内容） 

地方交付税・地方交付税   △270,000千円 

繰入金・基金繰入金      △10,000千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

議会費・議会費        △6,904千円 

総務費・総務管理費      △13,863千円 

総務費・徴税費        △18,800千円 

総務費・戸籍住民基本台帳費  △1,544千円 

総務費・選挙費         2,636千円 

総務費・統計調査費       3,900千円 

総務費・監査委員費        △2千円 

民生費・社会福祉費       27,139千円 

民生費・児童福祉費      △68,470千円 

民生費・生活保護費      △4,212千円 

民生費・国民健康保険費    △22,592千円 

衛生費・保健衛生費      △1,887千円 

衛生費・清掃費        △31,363千円 

農林水産業費・農業費     △1,004千円 

商工費・商工費        △4,305千円 

土木費・土木管理費      △4,214千円 

土木費・河川費        △4,579千円 

土木費・都市計画費      △44,433千円 

教育費・教育総務費      △17,723千円 

－ 可決 



教育費・小学校費       △18,236千円 

教育費・中学校費       △1,618千円 

教育費・幼稚園費       △11,244千円 

教育費・社会教育費      △33,748千円 

教育費・保健体育費      △8,800千円 

予備費・予備費         5,866千円 

議案第34号 平成25年度門真市国民健

康保険事業特別会計補正

予算（第２号） 

既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ22,592千円を

減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ21,326,466千円

とする。 

１ 歳入歳出予算補正 

⑴ 歳入（歳入補正の内容） 

繰入金・一般会計繰入金    △22,592千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

総務費・総務管理費      △22,592千円 

－ 可決 

議案第35号 
 
平成25年度門真市公共下

水道事業特別会計補正予

算（第１号） 

既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ11,097千円を

減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ6,329,188千円と

する。 

１ 歳入歳出予算補正 

⑴ 歳入（歳入補正の内容） 

繰入金・一般会計繰入金    △11,097千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

総務費・下水道総務費     △11,097千円 

－ 可決 

議案第36号 
 
平成25年度門真市後期高

齢者医療事業特別会計補

正予算（第１号） 

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,085千円を追加

し、予算の総額を歳入歳出それぞれ1,278,932千円とす

る。 

１ 歳入歳出予算補正 

⑴ 歳入（歳入補正の内容） 

繰入金・一般会計繰入金     1,085千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

総務費・総務管理費       1,085千円 

－ 可決 

 


